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（本店所在地）

千 葉 県 市 川 市 上 妙 典 1603 番 地

（本社所在地）

東京都台東区浅草橋１丁目22番 16号

ヒューリック浅草橋ビル８階

東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 木 村 有 仁

第66回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第66回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月23日（木曜日）午後５時まで

に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時半）
２．場 所 千葉県浦安市美浜１－９

浦安ブライトンホテル １階 フィースト
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第66期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告

及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 役員賞与支給の件

４．招集に当たっての決定事項

議案に対して賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとし

て取扱います。
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５．その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「計算書類の個別注記表」につき

ましては、法令及び定款第 15 条の規定に基づき、当社ホームページ

（http://www.toyogosei.co.jp/ir/info/convocation.html）に掲載しております

ので、本招集ご通知には記載しておりません。

　以 上

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご

持参くださいますようお願い申し上げます。

　

　なお、株主総会参考書類及び事業報告ならびに計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.toyogosei.co.jp/ir/info/

convocation.html）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

　

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度の世界経済は、欧米では個人消費が底堅く緩やかな回復が続きま

したが、中国や新興国では減速の傾向が見られました。日本経済は、設備投資

の緩やかな増加や雇用情勢の改善が見られたものの、年明け以降の急激な円高

が企業業績に影響を与え、個人消費の停滞などにより足踏み状態が続いていま

す。

このような状況のもと、当社は、お客様との関係強化に努め、積極的な拡販、

新製品の開発、コスト削減に取り組み、円安による効果もあって、当事業年度

の売上高は、17,919,212千円(前期比+1,055,997千円 +6.3%)、営業利益は

966,067千円(前期比+459,415千円)、経常利益は688,616千円(前期比+11,562千

円)、当期純利益は468,044千円(前期比△72,281千円)となりました。

【感光性材料事業】

半導体向け感光性材料は、スマートフォン、自動車、LEDなどのマーケットの

拡大、ならびにフラッシュメモリーの3次元化による需要の拡大により販売が拡

大しました。ディスプレイ製造向け感光性材料も、スマートフォン、高精細テ

レビ、車載LCDなどの需要拡大により、販売は好調に推移しました。

以上の結果、同事業の売上高は9,469,554千円(前期比+299,444千円)となりま

した。

【化成品事業】

香料材料分野は、海外向けが堅調に推移しました。

　グリーンケミカル分野は、半導体・フラットパネルディスプレイ向けの需要

が好調でした。

　ロジスティック部門は、顧客満足度向上に努めた結果、タンク契約率、回転

率共に高水準で推移しております。

以上の結果、同事業の売上高は8,449,658千円(前期比+756,553千円)となりま

した。
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事業別売上高

内 容 金額（千円） 構成比（％）

感 光 性 材 料 事 業 9,469,554 52.85

化 成 品 事 業 8,449,658 47.15

合 計 17,919,212 100.00

（注） セグメント間の取引については相殺消去しております。
　

(2) 設備投資の状況

当事業年度の設備投資の総額は943,768千円であります。

　

(3) 資金調達の状況

当事業年度中に、所要資金として、金融機関より長期借入金2,300,000千円の

調達を実施しました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

　

(4) 対処すべき課題

当社は、市場や市況の変動による影響を最小限に留め安定的に利益を生み出

す事業基盤の構築に向けた、全社的なコスト削減に取り組むとともに、原価の

変動に見合った適正な販売価格を維持し、収益性の向上に努めてまいります。

　事業部門別の課題として、感光性材料事業では、今後も需要の拡大が見込ま

れるArFエキシマレーザー用リソグラフィー向けポリマーおよび光酸発生剤

(PAG)の開発体制の強化と共に、一層の品質向上とその管理維持体制を強化し、

競争力のある製品の提供に努めてまいります。また、お客様との関係強化によ

り、次世代のニーズを取り込んだ製品開発および製造を行える仕組みづくりを

強化してまいります。

　化成品事業では、グリーンケミカル分野で淡路工場を平成25年4月に竣工しま

したが、西日本地区の需要を取り込めるよう、工場操業を軌道に乗せることを

第一の課題と考えております。また、香料材料分野は、マーケティング分析を

より精緻に行い、欧州市場での新規顧客開拓を精力的に進め、販売拡大と製品

群の拡充に引き続き努めてまいります。ロジスティック部門は、為替の急激な

変動により輸入品タンク契約の需要に影響が生じる場合がありますが、国内メ

ーカー等需要の多様性を開拓し、安定契約取込みに努めてまいります。
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(5) 財産及び損益の状況

区 分
第63期

(平成24年度)
第64期

(平成25年度)
第65期

(平成26年度)

第66期
(当事業年度)
(平成27年度)

売 上 高(千円) 14,115,875 14,937,154 16,863,215 17,919,212

経常利益（△損失）(千円) 154,176 △455,563 677,053 688,616

当期純利益（△損失）(千円) 62,029 △673,153 540,325 468,044

１株当たり当期純利益（△損失）(円) 7.81 △84.81 68.07 58.97

総 資 産(千円) 29,764,342 28,859,918 28,648,934 28,232,999

純 資 産(千円) 6,570,119 5,867,412 6,526,114 6,806,014

１株当たり純資産額(円) 827.74 739.21 822.20 857.46

　

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

　

(7) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

当社は、主に以下のような事業を行っております。

① 有機工業薬品・有機溶剤等の製造並びに販売

② 画像形成用の感光性材料等の製造並びに販売

③ 電子表示機器の材料等の開発、製造並びに販売

④ 電池材料並びに電気二重層材料等の研究開発、製造並びに販売

⑤ 酵素蛋白、細胞を特定形状化するための感光性樹脂の研究開発、応用品

の製造並びに販売

⑥ 倉庫業（液体化学品の保管管理）

⑦ 貨物運送取扱業
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(8) 主要な事業所等（平成28年３月31日現在）

当社の主要な事業所

本社 東京都台東区

工場 市川工場 千葉県市川市

千葉工場 千葉県香取郡東庄町

香料工場 千葉県香取郡東庄町

淡路工場 兵庫県淡路市

高浜油槽所 千葉県市川市

感光材研究所 千葉県印西市

西日本営業所 大阪府大阪市

上海事務所 中華人民共和国上海市

　

(9) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

従 業 員 数
前 事 業 年 度
末 比 増 減

平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

519名 ８名増 35.5歳 10.9年

（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。
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(10) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社 千葉銀行 5,116,500千円

株式会社 東京都民銀行 3,369,000千円

株式会社 みずほ銀行 2,766,300千円

株式会社 日本政策投資銀行 2,191,562千円

株式会社 りそな銀行 674,201千円

株式会社 商工組合中央金庫 557,850千円

農林中央金庫 235,000千円

株式会社 三菱東京UFJ銀行 158,340千円

株式会社 三井住友銀行 175,000千円

株式会社 みなと銀行 140,200千円

日本生命保険相互会社 60,000千円

株式会社 京葉銀行 30,000千円

（注）１．当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入極度額2,150百万円の
　 コミットメントライン契約を主幹事の株式会社千葉銀行と締結しております。

２．当該契約に基づく当事業年度末の借入実行残高はございません。

２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 30,000,000株

(2) 発行済株式の総数 8,143,390株

(3) 株主数 7,163名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

木村 正輝 978千株 12.32％

木村 有仁 694千株 8.75％

木村 愛理 383千株 4.83％

株式会社千葉銀行 298千株 3.76％

株式会社東京都民銀行 298千株 3.75％

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 248千株 3.13％

株式会社TGホールディング 200千株 2.52％

学校法人早稲田大学 200千株 2.52％

片岡 文子 150千株 1.90％

東洋合成工業社員持株会 145千株 1.83％

（注）１.当社は、自己株式を205,967株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成28年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 木 村 正 輝 公益財団法人東洋合成記念財団 理事長

代 表 取 締 役 社 長 木 村 有 仁 公益財団法人東洋合成記念財団 評議員

取 締 役 出 来 彰 化 成 品 事 業 本 部 長

取 締 役 渡 辺 宏 一 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 事 業 部 長

取 締 役 森 寧 感 光 材 研 究 所 長

取 締 役 坂 間 好 展 経 営 管 理 本 部 長

取 締 役 鳥 井 宗 朝 －

監 査 役 （常 勤） 萩 原 正 一 －

監 査 役 宮 﨑 誠 －

監 査 役 本 間 達 三 －

（注）１．取締役鳥井宗朝氏は、社外取締役であります。
なお、当社は、取締役鳥井宗朝氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

２．監査役萩原正一氏、監査役宮﨑誠氏及び監査役本間達三氏は、社外監査役であります。
なお、当社は、監査役宮﨑誠氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

３．当事業年度中の取締役の異動は、以下のとおりであります。
　 ・平成27年６月26日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって、取締役島川優氏は、任

期満了により退任いたしました。
４．監査役萩原正一氏及び監査役本間達三氏は金融機関における長年の経験があり、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しております。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

８名
(１)

140,617千円
(9,070)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３名
(３)

24,462千円
（24,462)

合 計 11名 165,079千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与・使用人分賞与は含まれており
ません。

２．取締役の支給人員には、平成27年６月26日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって、退
任した島川優氏１名を含んでおります。

３．取締役の報酬限度額は、平成27年６月26日開催の第65回定時株主総会において年額240,000
千円以内（うち社外取締役分は30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決
議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成23年６月22日開催の第61回定時株主総会において年額50,000千
円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額が以下の通り含まれ
ております。

　 取締役７名に対し 32,045千円（うち社外取締役１名に対し 2,320千円）
監査役３名に対し 6,232千円（うち社外監査役３名に対し 6,232千円）

６．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額が以下の通り含
まれております。

　 取締役７名に対し 12,824千円
監査役３名に対し 350千円（うち社外監査役３名に対し 350千円）

７．上記のほか、平成27年６月26日開催の第65回定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金
を退任取締役１名に対し4,625千円支給しております。

　 なお、この金額には、当事業年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額
375千円を含んでおります。

８．上記のほか、平成27年６月26日開催の第65回定時株主総会において承認可決された監査役に
対する退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、退職慰労金を各監査役の退
任時に支払う予定であります。その総額は、監査役３名に対して7,466千円（うち社外監査
役３名 7,466千円）となる予定であります。
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(3) 社外役員に関する事項

① 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 鳥 井 宗 朝

平成27年６月26日の就任後、13回開催の取締役会の
うち12回に出席し、議案審議等につき、経験豊富な
経営者の観点から意見を述べるとともに、取締役会
の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

監 査 役 萩 原 正 一

　
当期開催の取締役会17回全てに出席し、また当期間
開催の監査役会14回全てに出席し、議案等について
必要な発言を適宜行うとともに、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っ
ております。

監 査 役 宮 﨑 誠

当期開催の取締役会17回全てに出席し、また当期間
開催の監査役会14回全てに出席し、議案等について
必要な発言を適宜行うとともに、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っ
ております。

監 査 役 本 間 達 三

当期開催の取締役会17回全てに出席し、また当期間
開催の監査役会14回全てに出席し、議案等について
必要な発言を適宜行うとともに、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っ
ております。

（注）取締役鳥井宗朝氏は、ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）の取締役として平成27年６月26日開催の
同社定時株主総会に出席したため、当日開催の当社取締役会を欠席しております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最

低責任限度額としております。
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４．会計監査人の状況

(1) 名称 新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額
22,000千円

（注）１．会計監査人の報酬等について当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査
人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従
前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断

した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容

を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的といた

します。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査役全員の同

意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解

任理由を報告いたします。
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(4) 過去2年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

　金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分内容の概要

① 処分対象

　 新日本有限責任監査法人

② 処分内容

　 ・契約の新規の締結に関する業務の停止3か月

　 （平成28年1月1日から同年3月31日まで）

　 ・業務改善命令（業務管理体制の改善）

③ 処分理由

　 ・他社の財務書類の監査において、同監査法人の公認会計士が相当の注意を

　 怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した

　 こと

　 ・同監査法人の運営が著しく不当と認められたこと

（注）新日本有限責任監査法人は、上記のとおり金融庁の処分を受けております

が、当社監査役会は、同監査法人の当社に対する過去の会計監査において

は、処分理由として指摘された事項は存在せず、監査の品質が確保されて

いたこと、同監査法人が当該処分に対し、適切な改善策を立案し、実行に

移していることが確認できたことから、同監査法人を当社の会計監査人と

して再任することを決定しております。
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５．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおり

であります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

イ．当社は、企業の行動規範の基本原則である「経営理念」、「経営方針」及び

「行動指針」を定め、取締役及び従業員はこれを遵守し、公正で高い倫理観に基

づいて職務を執行する。

ロ．当社は、「コンプライアンス規定」を定めるとともに、コンプライアンスの全

体を総括する組織として、コンプライアンス担当役員または人事・総務担当部

長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置する。

ハ．当社は、取締役及び従業員に、法令及び企業倫理の遵守を徹底させるため、

コンプライアンスに係わる定期的な社内教育等を行う。

ニ．当社は、社員が法令・企業倫理に違反する行為を発見した場合の報告体制と

して、社内通報制度を構築する。

ホ．当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、すべての業務が法令、定款及び社

内規定に準拠して適正に行われているかを調査し、その監査結果を社長ならび

にリスク管理委員会に報告する。

ヘ．監査役は、当社のコンプライアンス上に問題があると認めたときは、社長に

意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規定」等に基づ

き保存・管理することとし、定められた期間保存する。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

イ．当社は、想定される事業上のリスクを管理する体制として、「リスク管理規

定」を定め、内部統制担当役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置す

る。

ロ．「リスク管理委員会」は、リスク管理に対する体制ならびに方針を決定し、リ

スクの評価ならびに各部門への指導を行う。

ハ．内部監査室は、リスク管理体制の構築・運用状況について監査し、その監査

結果を社長ならびにリスク管理委員会に報告する。

ニ．当社は、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設

置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限度に留める体制を

整備する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締

役会を月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜、開催する。

ロ．取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織分掌規定」及び「職務権

限規定」において、それぞれの責任者及び責任の範囲、執行手続きの詳細につ

いて定める。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、当社における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規定」を定

める。

ロ．当社取締役は、当社において法令違反、その他コンプライアンスに関する重

要な事項を発見した場合は、当社コンプライアンス委員会に報告する。コンプ

ライアンス委員会は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることがで

きる。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独

立性に関する事項

イ．監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査

役補助者を任命することができる。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査

役補助者の人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定

する。

ロ．監査役補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しない。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項につ

いて、監査役に随時報告する。

ロ．監査役は、取締役会はもとより、重要な会議に出席または議事録を閲覧し、

必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができる。
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(2) 当該体制の運用状況の概要

当社が整備している内部統制システムにおける当事業年度の運用状況の概要は

以下のとおりです。

① コンプライアンス

当社は社内規定として「コンプライアンス規定」を定めており、当事業年度に

おいてコンプライアンス委員会を７回開催し、当社のコンプライアンス施策の実

施状況を監督・調査し、内容を取締役会へ報告しました。また、コンプライアン

スへの理解を深めるための教育・研修を継続的に実施しております。

マイナンバー制度のスタートに向け、「特定個人情報取扱規定」を制定すると

ともに、個人情報保護体制の強化を図りました。

② リスク管理

当社は社内規定として「リスク管理規定」を定めており、当事業年度において

リスク管理委員会を４回開催し、当社のリスクを把握・管理するため、リスクの

洗い出しや評価、対策の策定、対策状況のチェックなどを行い、その内容を取締

役会へ報告しました。

大規模自然災害による複数の事業所の被災を想定した訓練等を実施し、緊急時

の対応体制の強化を図りました。

③ 内部監査

内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社における業務の適正性、法令順守

状況について内部監査を実施し、社長ならびにリスク管理委員会に報告しまし

た。

④ 取締役の職務の執行

当事業年度において取締役会を17回開催し、法令、定款及び取締役会規則に定

められた経営上重要な事項の審議・決定および業務執行の状況等の監督を行いま

した。

⑤ 監査役の職務の執行

監査役は取締役会に出席するほか、重要な会議への出席などを通じて、内部統

制の整備、運用状況を確認しております。また、会計監査人、内部監査室と連携

を図ることにより、モニタリングを行っております。当事業年度において監査役

会を14回開催し、取締役の業務執行を監査しました。
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(3) 会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の概要

当社は、昭和29年設立以来、独創的な視点を大切にした研究・開発に注力し、

現在ではフォトレジスト向けの感光性材料ならびに、電解液・イオン液体等の製

造・販売を中心とした「感光性材料事業」、香料材料の製造・販売及び電子材料向

け溶剤を中心とする高付加価値品の販売及びリサイクル、ならびに液体化学品の

保管業務を行う「化成品事業」を営んでおります。

当社事業の特徴として、①顧客企業と研究開発段階からの技術的な摺り合せに

よる参入障壁の構築、②長年にわたり蓄積された高い生産技術力、③事業環境の

変化への対応力を高める成長事業と基盤事業を組み合わせた事業ポートフォリオ

の構築、④各事業が密接に結び付くことによる大きなシナジー効果等により、国

内のみならず、世界各国のお客様より高い評価をいただいております。

当社は、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方について、当社

の経営理念や企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信

頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確

保、向上させる者でなければならないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様に

よる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付

提案があった場合においても、当該大規模な買付等が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益の確保・向上に資するものであれば一概に否定するものではなく、

これに応ずるか否かは最終的に株主の皆様の自由な意思により判断されるべきで

あると考えております。

しかしながら、このような大規模な買付等の中には、専ら買付者自らの利潤の

みを追求しようとするもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれの

あるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

おそれのある不適切な大規模な買付等を行う者を、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であると考えます。

　

② 基本方針の実現に資する取組みの概要

当社は、中長期的な経営戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化の両面よ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上に努めております。以

下の施策を、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えておりま

す。
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イ．経営の基本方針

当社は、経営方針として「①安全操業を最優先し、従業員、協力会社社

員、地域住民など関係者の安心できる操業環境を確保する。②世界最高のマ

イクロストラクチャー材料を国際社会に提供する。③常に新製品、新プロセ

ス、新サービスを開発する。④生産技術の高度化を推進し、新プロセスを開

発、安定品質で市場競争を勝ち抜く。⑤国内外隔たりなく企業活動を展開

し、日本を代表するグローバル企業となる。⑥全社をあげて、常に能力開発

に努め、個人の能力の向上を通じて創造性を発揮し、社会に貢献する。」を

掲げております。当社は、この経営方針に基づき、積極的な事業展開を進

め、業容の拡大と業績の向上に邁進し、高品質かつ高機能の材料を可能な限

り安価に供給することにより、産業全体の発展と高度化に役立つことを目指

しております。

また、創業以来、「当社の生命線は研究開発にある」を理念に、独創的な

視点を大切にした研究開発と生産技術の向上に努め、蓄積された技術やノウ

ハウを活用して市場ニーズに迅速かつ的確に対応し、有機合成から、分離精

製、プラントエンジニアリング、化成品物流等に至るまで、事業分野及び事

業規模を着実に拡大させることにより化学産業界で独自の地位を築いてまい

りました。当社は永続的発展を通じてお客様、株主の皆様、従業員等の利害

関係者に貢献することを目指しております。

ロ．中長期的な経営戦略

当社は、感光性材料事業及び化成品事業の２事業を営んでおります。感光

性材料事業の関連業界は、デジタル家電の発展に伴い今後も成長が期待でき

ると考えられますが、新興国の技術水準の向上とそれに伴う新興国への生産

拠点シフトによる低価格化の進行、ならびに技術革新による新技術や新製品

の開発競争も激しさを増しております。これら需要変動の影響を最小限に留

めるため、化成品事業の競争力をより向上させ、安定した業績を維持できる

体制を構築することが必要と考えております。

今後も、安全操業及び安定供給に努め、国内外のお客様との連携をより一

層強化していくとともに、市場ニーズを見据えた研究開発力の強化、効率的

な生産技術の開発、海外事業の拡大等につきましても引き続き注力し、全社

一丸となって企業価値の持続的向上を実現してまいります。
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ハ．コーポレート・ガバナンスの強化への取組み

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値

を高めることが課題であると認識しており、経営の効率化、健全化を積極的

に進めるとともに、経営の透明性を高めるため、コーポレート・ガバナンス

の強化に取り組んでおります。

具体的には、取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するた

め、取締役の任期を１年としております。また、経営管理機能の強化と取締

役業務執行状況の監督強化を目指し、社外取締役1名および社外監査役３名

の体制としております。

さらに、平成19年６月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業

務執行体制の強化を図っております。

　

③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、平成20年５月26日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付

行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）」の導入を決議し、平成

20年６月20日開催の当社第58回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をい

ただいております。

その概要は以下のとおりです。

　

イ．本プランの対象となる当社株券等の買付

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議

決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または

結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる買付行為をいい、

かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

ロ．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ

十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模

買付行為を開始するというものです。
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ハ．大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に

当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対

意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに

留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であ

っても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場

合には、対抗措置をとることがあります。

また対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主の皆

様のご意志を確認させていただく場合がございます。

ニ．独立委員会の設置

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行います

が、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされるこ

とを防止するとともに、その判断の合理性及び公平性を担保するため、独立

委員会を設置いたします。

対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取

締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是

非について諮問します。

独立委員会は対抗措置の発動の是非または、対抗措置の発動について株主

総会へ付議することの要否を取締役会に対し勧告するものとします。

ホ．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成29年６月30日までに開催予定の当社第67回定

時株主総会の終結の時までの３年間とし、以降、本プランの継続（一部修正

したうえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得る

こととします。

ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本

プランは廃止されるものとします。
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④上記取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでない

ことについて

　

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業

価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」

の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）ならびに経済産業省に設

置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環

境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえたものとなってお

ります。

また、同様に株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程 第440

条（買収防衛策の導入に係る尊重事項）」につきましても充足しております。

ロ．株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付に応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

本プランの継続は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様の

ご意思によっては本プランの廃止も可能であることから、本プランが株主共

同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

ハ．株主意志を反映するものであること

本プランの導入につきましては、平成20年６月20日開催の当社第58回定時

株主総会において、株主の皆様のご承認をいただいております。

また、平成23年６月22日開催の当社第61回定時株主総会、及び平成26年６

月27日開催の第64回定時株主総会において、本プランの継続について株主様

のご承認をいただいておりますが、継続後は本プランの有効期間の満了前で

あっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向

が反映されます。
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ニ．独立委員会の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している委員で構成される独立委員会ヘ諮問し、同委員会の勧告を最大限

尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されておりま

す。

ホ．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される

取締役会によって廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発

動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期を１年と定めているため、本プランはスローハ

ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないた

め、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とす

るような決議要件の加重をしておりません。

本プランの有効期限は、平成29年６月30日までに開催予定の当社第67回定時株

主総会の終結の時までとなっております。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており

ます。

剰余金の配当は、最も重視すべき株主の皆様に対する利益還元策であると認識し、

安定配当の維持を基本に会社の安定的な経営基盤の確保とのバランスに配慮しなが

ら、会社の業績、配当性向、内部留保等を総合的に勘案し決定することを基本方針

としております。

当期の業績につきましては、一定水準の当期純利益を確保できましたことから、

今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案いたしました結果、当事業年度の期末

配当は１株当たり５円とさせていただきます。

これにより、平成28年３月期の剰余金の配当は、年間配当として１株当たり10円

とさせていただきます。

なお、内部留保資金につきましては、将来の事業展開に備え、高付加価値製品の

研究開発や競争力強化のための設備投資等に充当し、経営基盤の強化に努めてまい

ります。

剰余金の配当につきましては、平成18年６月22日開催の第56回定時株主総会で取

締役会決議において実施できる旨の定款変更が決議されております。なお、四半期

配当については現時点で実施する予定はありません。
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貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 11,111,733 流 動 負 債 12,399,902

現 金 及 び 預 金 1,326,651 支 払 手 形 231,575

受 取 手 形 98,284 買 掛 金 1,868,781

売 掛 金 2,918,688 短 期 借 入 金 4,750,000

商 品 及 び 製 品 5,125,217 １年内返済予定の長期借入金 3,782,790

仕 掛 品 82,632 リ ー ス 債 務 80,754

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,122,700 未 払 金 156,897

前 払 費 用 85,346 設 備 関 係 未 払 金 315,381

繰 延 税 金 資 産 184,523 未 払 費 用 144,542

未 収 入 金 67,628 未 払 法 人 税 等 195,872

そ の 他 103,143 前 受 金 376,142

貸 倒 引 当 金 △3,084 預 り 金 21,631

固 定 資 産 17,121,266 賞 与 引 当 金 324,428

有 形 固 定 資 産 16,263,501 役 員 賞 与 引 当 金 38,277

建 物 3,436,784 設 備 関 係 支 払 手 形 112,715

構 築 物 3,817,648 そ の 他 114

機 械 及 び 装 置 3,331,921 固 定 負 債 9,027,082

船 舶 0 長 期 借 入 金 6,941,163

車 両 運 搬 具 5,079 リ ー ス 債 務 207,725

工 具、 器 具 及 び 備 品 198,664 繰 延 税 金 負 債 156,902

土 地 5,020,230 退 職 給 付 引 当 金 1,149,653

リ ー ス 資 産 268,671 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 332,404

建 設 仮 勘 定 184,501 資 産 除 去 債 務 171,239

無 形 固 定 資 産 335,216 そ の 他 67,993

借 地 権 142,555 負 債 合 計 21,426,985

ソ フ ト ウ エ ア 168,571 純 資 産 の 部

リ ー ス 資 産 3,373 株 主 資 本 6,801,221

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 16,858 資 本 金 1,618,888

そ の 他 3,857 資 本 剰 余 金 1,541,589

投 資 そ の 他 の 資 産 522,549 資 本 準 備 金 1,514,197

投 資 有 価 証 券 201,613 そ の 他 資 本 剰 余 金 27,391

関 係 会 社 株 式 48,800 利 益 剰 余 金 3,729,666

保 険 積 立 金 221,085 利 益 準 備 金 110,769

そ の 他 51,051 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,618,897

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 250,773

別 途 積 立 金 2,600,000

繰 越 利 益 剰 余 金 768,124

自 己 株 式 △88,923

評価・換算差額等 4,793

その他有価証券評価差額金 4,793

純 資 産 合 計 6,806,014

資 産 合 計 28,232,999 負債純資産合計 28,232,999
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損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 17,919,212

売 上 原 価 14,332,305

売 上 総 利 益 3,586,907

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,620,839

営 業 利 益 966,067

営 業 外 収 益

受 取 利 息 165

受 取 配 当 金 13,406

受 取 家 賃 19,729

受 取 保 険 金 22,923

そ の 他 36,962 93,188

営 業 外 費 用

支 払 利 息 226,978

為 替 差 損 125,638

そ の 他 18,022 370,639

経 常 利 益 688,616

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 309 309

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6,274 6,274

税 引 前 当 期 純 利 益 682,651

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 200,985

法 人 税 等 調 整 額 13,621 214,607

当 期 純 利 益 468,044
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本

剰 余 金

資本剰余金

合 計
利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰 余 金

当期首残高 1,618,888 1,514,197 27,391 1,541,589 110,769 250,773 2,600,000 435,016

当期変動額

剰余金の配当 △134,936

当期純利益 468,044

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― ― 333,108

当期末残高 1,618,888 1,514,197 27,391 1,541,589 110,769 250,773 2,600,000 768,124

　

株 主 資 本
評 価 ・ 換 算 差 額

等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 3,396,558 △88,923 6,468,112 58,001 58,001 6,526,114

当期変動額

剰余金の配当 △134,936 △134,936 △134,936

当期純利益 468,044 468,044 468,044

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

△53,208 △53,208 △53,208

当期変動額合計 333,108 ― 333,108 △53,208 △53,208 279,900

当期末残高 3,729,666 △88,923 6,801,221 4,793 4,793 6,806,014
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月18日

東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 鈴 木 聡 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 植 木 貴 幸 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋合成工業株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第66期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに

その附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠

を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正

又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基

づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な

表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書

に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第66期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他使用人等と意思疎通を図り、情報
の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び
同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏
まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその
附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ
ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうも
のではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。
　

平成28年５月23日
東洋合成工業株式会社 監 査 役 会

(

常勤監査役

社外監査役)
萩 原 正 一 ㊞

社外監査役 宮 﨑 誠 ㊞
社外監査役 本 間 達 三 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　

第１号議案 定款一部変更の件

　１．変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する

規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役

が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（監査役の選任）
第32条 （条文省略）
２．（条文省略）

（監査役の選任）
第32条 （現行どおり）
２．（現行どおり）

（新設） ３． 当会社は、会社法第329条第3項の
規定に基づき、法令に定める監査役の員
数を欠くこととなる場合に備えて、株主
総会において補欠監査役を選任すること
ができる。この場合において、補欠監査
役の選任決議の議決方法は、前項の規定
を準用する。

（新設） ４．前項の補欠監査役の選任に係る決議
が効力を有する期間は、当該決議後１年
以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の開始の時まで
とする。

（監査役の任期）
第33条 （条文省略）

（監査役の任期）
第33条 （現行どおり）

（新設） ２．前条第３項により選任された補欠監
査役が監査役に就任した場合は、同監査
役の任期は、退任した監査役の任期満了
の時までとする。ただし、選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時を超え
ることはできない。
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第２号議案 取締役７名選任の件

　取締役７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締

役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況 等

所有する当社
の 株 式 数

１
木
き

　 村
むら

　 正
まさ

　 輝
てる

(昭和４年10月27日生)

昭和24年10月 武内工業合資会社入社

978,070株

昭和29年９月 当社設立、当社取締役

昭和33年10月 当社代表取締役社長

平成10年９月 TG Finetech Inc.代表取締役社長

平成24年６月 当社代表取締役会長

平成26年６月 当社取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

公益財団法人東洋合成記念財団 理事長

２
木
き

　 村
むら

　 有
ゆう

　 仁
じん

(昭和51年１月19日生)

平成13年４月 日本電気㈱入社

694,800株

平成15年４月 当社入社

平成18年４月 当社経営企画部長

平成19年６月 当社取締役 経営企画部長

平成20年６月 当社常務取締役 経営企画部長

平成22年６月 当社常務取締役 感光材事業本部長

平成23年２月 当社常務取締役 感光材事業本部長

兼 エネルギー事業部長

平成24年６月 当社代表取締役社長（現任）

TG Finetech Inc.代表取締役社長

（現任）
（重要な兼職の状況）

公益財団法人東洋合成記念財団 評議員

３
出
で

　 来
き

　 彰
あきら

(昭和28年１月25日生)

昭和51年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・

ジャパン㈱入社

2,000株

平成６年９月 同社滋賀工場長

平成12年５月 同社プロダクトサプライマネージャ

ー
平成20年７月 当社入社 調達部門長

平成22年６月 当社取締役 調達部長

平成28年１月 当社取締役 化成品事業本部長

平成28年５月 当社取締役 化成品事業部長（現

任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況 等

所有する当社
の 株 式 数

４
渡
わた

　 辺
なべ

　 宏
こう

　 一
いち

(昭和37年10月25日生)

昭和60年４月 千葉トヨタ自動車㈱入社

7,300株

昭和63年９月 リンナイ㈱入社

平成元年６月 当社入社

平成11年４月 当社営業本部物流営業課長

平成15年４月 当社ロジスティック事業本部長

平成17年６月 当社取締役 ロジスティック事業本

部長
平成23年５月 当社取締役 ロジスティック事業部

長 兼 環境安全部長
平成27年５月 当社取締役 ロジスティック事業部

長（現任）

５
森
もり

　 寧
やすし

(昭和28年８月11日生)

昭和58年４月 ㈱東芝入社

1,000株

平成17年５月 同社マイクロ燃料電池開発センター

長
平成21年８月 東芝電子エンジニアリング㈱ 要素

技術センター参事

平成24年10月 当社入社 研究開発推進部長 兼

感光材研究所長 兼 知的財産権部

長
平成25年４月 当社研究開発推進部長 兼 感光材

研究所長
平成25年６月 当社執行役員 研究開発推進部長

兼 感光材研究所長
平成26年６月 当社取締役 研究開発推進部長 兼

感光材研究所長
平成26年７月 当社取締役 感光材研究所長（現

任）

６
坂
さか

　 間
ま

　 好
よし

　 展
のぶ

(昭和32年９月28日生)

昭和56年４月 ㈱千葉銀行入行

1,200株

平成17年６月 同行香港支店長

平成20年６月 同行市川支店長

平成21年６月 同行執行役員営業開発部長

平成23年６月 東方興業㈱（現東方地所(株)）常務

取締役
平成26年６月 当社入社 取締役(財務担当)

平成27年５月 当社取締役 経営管理本部長

平成28年４月 当社取締役(総務・財務担当)（現

任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況 等

所有する当社
の 株 式 数

７
鳥
とり

　 井
い

　 宗
むね

　 朝
とも

(昭和27年３月３日生)

昭和51年４月 松下電工㈱（現パナソニック㈱）入

社

0株

平成15年12月 同社経営執行役

平成18年４月 同社常務取締役電子材料本部長

平成22年４月 同社専務取締役電子材料本部長

平成24年10月 ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）執行

役員営業本部副本部長
平成25年６月 同社取締役上席執行役員機能材事業

部長
平成27年６月 当社取締役（現任）

（注） １．木村正輝氏は、公益財団法人東洋合成記念財団の理事長であり、当社は当公益財団法人
　の運営に際し、一部寄付を行う予定でおります。その他の各候補者と当社の間には、特
　別の利害関係はありません。

２．鳥井宗朝氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、鳥井宗朝氏を㈱東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．鳥井宗朝氏を社外取締役とした理由は、経営者としての幅広い知識・経験を有しており
ますことから、当社の社外取締役として、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任
であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締
役候補者として選任をお願いするものであります。

４．鳥井宗朝氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、
本総会の終結の時をもって１年となります。

５．当社は、鳥井宗朝氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、同
法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認され
た場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
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第３号議案 監査役２名選任の件

　監査役の萩原正一、本間達三の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、新たに監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、及び
重 要 な 兼 職 の 状 況 等

所有する当社
の 株 式 数

１
萩
はぎ

　 原
わら

　 正
しょう

　 一
いち

(昭和23年１月１日生)

昭和46年４月 ㈱千葉銀行入行

1,000株

平成３年６月 同行秘書室長

平成６年６月 同行市川支店長

平成７年６月 同行人事部長

平成９年６月 同行総務部長

平成12年６月 ㈱総武出向・取締役営業部長

平成15年２月 同社常務取締役

平成20年６月 当社常勤監査役（現任）

２
越
こし

山
やま

　 滋
しげ

　 雄
お

(昭和32年９月３日生)

昭和55年４月 デュポンファーイースト日本支社

（現デュポン㈱）入社

0株

平成17年９月 日立化成デュポン・マイクロシス

テムズ㈱代表取締役副社長
平成21年４月 デュポン神東・オートモーティブ

システムズ㈱専務取締役
平成25年６月 東レ・デュポン㈱常勤監査役（現

任）
平成28年５月 ㈱ジーフット非常勤監査役（現任）

（注） １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．萩原正一氏および越山滋雄氏は社外監査役候補者であります。なお、越山滋雄氏が社外

監査役に就任した場合、同氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定で
あります。

３．萩原正一氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり㈱千葉銀行の経営に
携わり、各分野において高い見識を有しており、監査機能を発揮していただけることを
期待したためであります。

４．越山滋雄氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり化学業界にて経営に
携わり、各分野において高い見識を有しており、監査役としてのご経験からも監査機能
を発揮していただけることを期待したためであります。なお、同氏は、平成28年６月30
日開催の東レ・デュポン㈱の定時株主総会終結の時をもって、同社の常勤監査役を退任
する予定であります。

５．萩原正一氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、
本総会の終結の時をもって８年となります。

６．当社は、萩原正一氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、同
法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認され
た場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。また、越山滋雄
氏の選任が承認された場合には、同内容の契約を締結する予定であります。

７．越山滋雄氏は、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に規定する
独立委員会委員に就任予定であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、及び
重 要 な 兼 職 の 状 況 等

所有する当社
の 株 式 数

本
ほん

　 間
ま

　 達
たつ

　 三
ぞう

(昭和24年５月22日生)

昭和48年４月 ㈱東京都民銀行入行

1,000株

平成４年４月 同行葛西支店長

平成15年６月 同行執行役員第二本部長

平成17年６月 同行執行役員第一本部長

平成19年６月 同行常務執行役員営業部部長

平成20年７月 とみん銀事務センター㈱社長

平成23年７月 とみんビジネスサービス㈱常勤監査役

平成24年６月 当社非常勤監査役（現任）

（注） １．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．本間達三氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．本間達三氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり㈱東京都民銀

行の経営に携わり、各分野において高い見識を有しており、監査機能を発揮していただ
けることを期待したためであります。

４．本間達三氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、
本総会の終結の時をもって４年となります。

５．本間達三氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づ
く賠償限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

第５号議案 役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役７名（うち社外取締役１名）および監査役３名に対し、

当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額38,080千円（取締役分32,000千円

（うち社外取締役分3,000千円）、監査役分6,080千円）を支給いたしたいと存じます。

　なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査

役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

　 以 上
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至東京

首都高速湾岸線
浦安出入口

至東関道

至千葉

至東京

JR京葉線

消防署今川出張所

NTT

浦安
I.C.

富岡
派出所 順天堂

浦安病院

出光

ロータリー

新浦安駅

セブン
イレブン

モナ ショッパーズ
プラザ

新浦安駅

ショッパーズ
プラザ

ロータリー
モナ

アトレ

明治生命ビル

浦 安
ブライトン
ホテル

浦安市役所 (

至
葛
西
橋
通
り)

や
な
ぎ
通
り

若
潮

公
園

株主総会会場ご案内図

会 場 千葉県浦安市美浜１－９

浦安ブライトンホテル １階 フィースト

電 話 047（355）7777

＜交通のご案内＞

（電車） ○ JR京葉線新浦安駅より徒歩１分 (改札口を出て「アトレ」入口手前を左折)

（東京ベイシティ交通バス）

○ 東西線浦安駅(浦安駅入口)発舞浜駅行(２系統) 新浦安駅北口下車１分

○ 東西線浦安駅(浦安駅入口)発マリナイースト21行(３系統) 新浦安駅下車１分
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